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船舶事故調査報告書 

 

                            令和元年１０月２日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚（定置網） 

発生日時 平成３０年１１月２４日 ２１時３０分ごろ 

発生場所 長崎県五島市久賀
ひ さ か

島玄魚
げんぎょ

鼻北東方沖 

 久賀島音
おと

無瀬
な せ

灯標から真方位１７２°３５０ｍ付近 

（概位 北緯３２°５０.３′ 東経１２８°５０.６′） 

事故の概要 漁船ほのかは、玄魚鼻北東方沖を左旋回中、定置網に乗り揚げた。 

ほのかは、プロペラ翼等に曲損を生じ、また、定置網は、網固定用

のロープに破損を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年１１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ほのか、３.４５トン  

ＮＳ３－６７５０２（漁船登録番号）、個人所有 

８.６５ｍ（Lr）×２.１４ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５７年５月１３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５４年９月１１日 

免許証交付日 平成２８年１月２０日 

        （令和３年１月１９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼及びプロペラシャフトに曲損 

定置網 網固定用のロープに破損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風力 １、視界 不良 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

日没時刻：１７時２１分ごろ 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、いか
．．

ひき縄漁の目的で平成３０年

１１月２４日１７時１０分ごろ五島市奥
おく

浦
うら

漁港を出港した。 

本船は、１７時３０分ごろ五島市小黒
こ く ろ

埼西方沖に到着し、同沖から

玄魚鼻北東方沖の音無瀬の間を周回する操業を約１ノットの対地速力

で開始した。 

本船は、３度目の周回中、船長が立って手動操舵による操船を行
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い、玄魚鼻北東方沖で久賀島音無瀬灯標（以下「本件灯標」とい

う。）を左舷正横に見て旋回した。 

本船は、左旋回中、後部甲板中央部から船尾方に向けて出していた

竿
さお

にいか
．．

がかかり、船長が、船尾方を向いて同いか
．．

を引き揚げていた

際、振り返ったところ船首方に定置網（以下「本件定置網」とい

う。）のブイを認めたので機関を中立運転にしたものの、２１時３０

分ごろ本件定置網に乗り揚げた。 

船長は、機関を後進に操作して本件定置網から離脱を試みたもの

の、脱出することができず、機関を停止し、家族に連絡して夜明けに

海上保安庁に通報することとしていたところ、付近を航行していた船

舶によって海上保安庁に通報された。 

本船は、海上保安庁から要請を受けた定置網の所有者の船舶によっ

て引き出され、その後、巡視艇にえい
．．

航され、２５日１０時００分ご

ろ、五島市岐宿
き し く

港の造船所に到着した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本件定置網は、長崎県知事から免許を受け、五定第２２号と称する

定置漁業漁場内に敷設されており、定置網の形状に沿って海面上に多

数のブイが設置され、また、本件定置網の南南東側には、南東方向に

灯色が橙色及び白色の標識灯の順にそれぞれ１つずつ設置されてい

た。 

船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターの電源を入れていたもの

の、定置網の区域の表示はないので、目視のみで操船しており、一時

的に雨が激しく降ったので本件定置網の標識灯を見えづらく感じてい

た。 

船長は、本事故発生場所付近の海域での操業経験が約３０年あり、

本件定置網の存在を知っていた。 

船長は、本件灯標を左舷正横に見た際、周回して２度目までは左舵

３０°に取って旋回していたが、本事故時は、いか
．．

を揚げることに集

中しており、左舵１５°に取ったままで大回りに左旋回して定置網に

乗り揚げたと本事故後に思った。 

本船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約２.０ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、玄魚鼻北東方沖において、船長が、いか
．．

を揚げることに集

中していたこと、及び左舵を３０°に取るべきところ１５°に取った

ことに気付かず、旋回を続けたことから、本件定置網に向かうように

なり、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、玄魚鼻北東方沖において、船長が、いか
．．

を揚げる
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ことに集中していたため、及び左舵を３０°に取るべきところ１５°

に取ったことに気付かず、旋回を続けたため、本船が本件定置網に向

かうようになり、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・夜間、認識していた定置網と浅瀬との限られた海域の中で、ひき

縄漁を行う場合は、同定置網に接近することがないように付設さ

れているブイとの相対位置を確認すること。 

・事故発生の際は、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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事故発生場所 

（平成３０年１１月２４日 ２１時３０分ごろ発生） 

付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船 
 


